
消費者安全調査委員会の取組
―転落事故の事故調査を中心に―

令和８年１月14日（水）

令和７年度消費者事故防止合同研修会

消費者庁消費者安全課 事故調査室



消費者安全調査委員会の設置・経緯

【背景】
・消費者庁発足以前より様々な事故が発生。
（ガス瞬間湯沸器事故、エレベーター事故、こんにゃく入りゼリー窒息事故等）

・消費者安全法（2009年９月、消費者庁設立時に施行）で、消費者事故情報の一元化は
整備されたものの、原因究明及び再発・拡大防止のための事故調査を行う仕組みは不十分。

【設置に向けた動き】

・事故調査機関の在り方に関する検討会
被害者遺族や消費者団体を含む有識者からなる検討会を2010年８月に立ち上げ、
関係省庁・機関の協力も得て議論（全14回開催）。2011年５月取りまとめ。

・消費者安全法の改正
（消費者安全法の一部改正法 成立：2012年８月29日 施行：2012年10月１日）
消費者事故等の原因を究明し再発・拡大防止の知見を得るための調査を行い、
調査結果に基づき内閣総理大臣に対する勧告・意見具申等を行う。
2012年10月１日、消費者庁に「消費者安全調査委員会」を設置。

【消費者安全調査委員会】
・2024年10月、設置から13年目(第７期目)を迎えた。
・過去24件の報告書、評価書を公表。
・現在調査中の事案：「パーソナルトレーニングにおける事故」

「車椅子使用者を自動車で送迎中の事故」
「音楽イベントにおける混雑に伴う事故」
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消費者安全調査委員会及び部会の構成

・月１回定例開催・委員７名で構成
（委員長・委員長代理・委員５名）

事故調査第二部会

【調査事案】
・車椅子使用者を自動車で送迎中の事故

【終了事案】
・住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故
・木造立体迷路における事故－遊園地に設置された屋外の木造大型
複層遊具－

(※旧製品等事故調査部会における終了案件)
・幼児同乗中の電動アシスト自転車の事故
・ネオジム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故
・エステサロン等でのHIFU（ハイフ）による事故 等
(※旧工学等事故調査部会における終了案件)
・ガス湯沸器事故 ・幼稚園プール事故
・機械式立体駐車場事故 ・家庭用ヒートポンプ給湯機事案
・エスカレーターからの転落事故
・ハンドル形電動車椅子事故 ・エレベーターの戸開走行事故 等

【調査事案】
・パーソナルトレーニングにおける事故
・音楽イベントにおける混雑に伴う事故

【終了事案】
(※旧サービス等事故調査部会における終了案件)
・住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故
・水上設置遊具による溺水事故
・自動ドアによる事故
・学校の施設又は設備による事故等
・トランポリンパーク等での事故 等
(※旧食品・化学・医学等事故調査部会における終了案件)
・毛染めによる皮膚障害
・子供による医薬品誤飲 等

【審議分野】
主に製品、食品、施設に関する生命身体事故等

事故調査第一部会

消費者安全調査委員会

【審議分野】
主に役務（製品及び施設の維持管理を含む。）に関する生命身体事故
等

【部会の会議構成】 委員各２名、臨時委員各数名、専門委員数十名規模（各部会共通）で構成
【部会の開催頻度】 月各１回
※部会の会議は、委員、臨時委員、審議事案の調査を担当する専門委員（１事案につき３名程度）を招集し開催

【組 織（いわゆる８条機関）】
委  員  長 中川 丈久 神戸大学大学院法学研究科教授
委員長代理 宗林 さおり 藤田医科大学研究推進本部産官学連携

 推進センター客員教授
委 員  岡田 就将 東京科学大学医学部教授
委 員  郷野 智砂子 一般社団法人全国消費者団体連絡会

事務局長
委 員  菅谷 朋子 弁護士、一級建築士
委 員  水流 聡子 東京大学総括プロジェクト機構特任教授
委 員  宮﨑 祐介 東京科学大学工学院システム制御系

 准教授

・委員２名、臨時委員６名 ・委員２名、臨時委員５名
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● 内閣総理大臣に対する勧告・意見具申

● 関係行政機関の長に対する意見具申

被害者等の心情に十分配慮し、
被害者等に適時適切な方法で
情報提供

○ 調査等の委託
 （実験・分析等を委託）

端緒情報の入手、分析
（事故情報DB、医療機関NW等）

大学、民間団体の研究機関 等

○ 情報提供

発生・拡大防止等のための提言

● 事故等原因調査（自ら調査） ● 他の行政機関等による調査等の結果の評価等

・他の行政機関等による調査等の結果を評価し、必要に応じて意見
・更に調査を行う必要があるときは、自ら調査に移行

・必要な限度において、調査権限を行使

・調査を完了したときは、報告書を作成・公表

※直接、事業者等に対する勧告・命令をするものではない。

消費者安全調査委員会の調査の流れ

・ 発生・拡大防止等の対策の企画立案及び
執行

 ・ 所管分野の事業者に対する勧告・命令
等

関係行政機関

・ 発生・拡大防止等の対策の企画立案及び
執行

 ・ 消費者への注意喚起
・ 関係省庁への措置要求
・ 事業者に対する勧告・命令（隙間事案）

消費者庁

生命・身体事故等の発生・拡大の防止
及び被害の軽減のための各種措置

・意見具申後、関係行政機関の取組状
況の確認等を、事故の発生の状況等に
鑑み、適切な時期に実施

フォローアップ

事故等の発生

○ 【調査権限】

報告徴収、立入検査、質問、物件提出・留置、
物件保全・移動禁止、現場立入禁止

・調査を完了したときは、報告書を作成・公表

事故の再発・拡大
防止に
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木造立体迷路における事故
－遊園地に設置された屋外の木造大型複層遊具－

（令和６年11月公表）

➢ 遊園地に設置された木造
立体迷路の床の一部が抜
け落ち、利用者が転落し、
負傷する事故が発生。

➢ 腐朽により床を支えてい
た梁の強度が低下してい
たが、遊園地運営者はこ
れを認識することなく施
設を消費者に利用させた。

➢ 対象施設のような法律の
適用がないとされる木造
構造物に存在する危険及
び対策が、十分に認知・
整理・周知されていな
かった。

＜意見（対経済産業省、国土交
通省）＞

➢安全基準の策定

➢安全基準の遵守。
 法令による規制の必要性も検

討。

➢専門家による調査等の要請

直近の報告書公表事案①



●事故の概要

６歳未満の子どもの窓及びベランダからの転落死亡事故計134件（32年分）の発生状況を
調査した。窓からの転落は１歳の事故が最も多く（42件中12件。次いで２歳が10件）、ベ

ランダからの転落事故は３歳の事故が最も多かった（92件中41件。次いで４歳が21件）。

●事故の原因

事故の原因は、子どもは窓及びベラン
ダから転落する危険性が高いにもかかわ

らず、ソフトとハードの両面において子

どもの窓及びベランダからの転落を防止
するのに十分な住環境整備がされていな

いこと。

子どもの窓及びベランダからの転落死
亡事故134件の発生状況を、子どもの身

体能力、窓及びベランダの設計・整備基

準の各種数値を参照しつつ、窓とベラン
ダに分けて検証した。その結果は、右図

のとおり。

：「窓によじ登る」「身を乗り出す」「ベランダに出る」「手すりをよじ登る」の前の危険な状況及び行
動に付記 

直近の報告書公表事案②

住宅の窓及びベランダからの子どもの転落事故（令和７年６月公表）

行政機関等から危険性及びその対策の周知啓発が継続的にされているにもかかわらず、死
亡事故が発生し続けている。
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直近の報告書公表事案②

・住宅の新築・改修の支援等【国土交通省】
住宅を供給する事業者等に対して、ガイドラインの普及、子どもが窓及びベランダから

転落する危険への対策をした住宅の新築・改修に対する支援等の施策を講ずること。
・製品開発等の働きかけ【経済産業省】

子どもの窓及びベランダからの転落防止のための研究・製品の開発が進むよう関係団体に
働きかけること。
・保護者等に対する周知啓発【こども家庭庁】

子どもが窓及びベランダから転落するプロセス及び転落事故防止方法について、保護者等に
対する周知啓発の施策を講ずること。

●再発防止のための意見

●チェックリスト ●窓・ベランダからの子どもの転落再現動画
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直近の報告書公表事案②

●消費者安全調査委員会からの一葉


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8

